














- 8 - 

 

カ  これらの変更については、調査票様式の縮減により、報告者の記入負担の軽減につ

ながるとともに、調査実施者においても作業負担の軽減に資することから、概ね適当

と考えるが、一方で、様式の変更に伴い、報告者が回答に戸惑うことが懸念されるこ

とから、どのような措置を取ることを想定しているのか、また、統合する調査票を決

定する際の検討過程について確認する必要がある。 

キ  さらに、調査票様式の統合に伴い、一部の調査票における製品に関する事項におい

て、調査品目のプレプリントを取り止め、報告者が回答欄に調査品目を記入すること

としているが、これまでプレプリントされた所定の欄に回答していた報告者が、正確

に品目番号等を転記して回答することが可能か確認する必要がある。 

ク  加えて、オンライン調査票の改修については、報告者の記入負担の軽減に資するも

のと考えられることから、適当と考えるが、その改修内容など、今後の調査方法につ

いて確認する必要がある。 

 
（論点） 

 
 

（３） 集計事項の変更 

 
 

（審査状況） 

ア  本調査では、多数の調査票があることから、集計事項も多種多様な状況となってい

ることから、集計事項の一覧性を高めることを目的として、調査計画における月報（確

報）と年報の集計事項について、調査計画の別表第３として表形式で整理をしており、

具体的には、表頭には集計項目、表側は「業種別」と当該業種に属する調査票様式を

記載している。 

イ  今回、計画している調査票の再編・統合に伴い、統合後の調査票が複数の「業種」

にまたがってしまったことから、現行の表形式では集計事項を正確に整理することが

困難な状況となった。このため、経済産業省は、表側の「業種別」を「分野別」に再

編し、「分野別」に集計事項を整理する計画である。（別添９参照） 

ａ 109 種類の調査票を 55 種類の調査票に統合することとしているが、調査票を統合す

るか否かをどのような基準で判断したのか。 

ｂ 調査票数の縮減の結果、調査対象事業所１か所当たりの平均割当て数は、どの程度減

少すると見込めるか。また、他に報告者にとってどのようなメリットがあるか。 

ｃ 一部の調査票において調査品目のプレプリントを取り止め、調査品目表を別紙とし

て配布、調査対象者に調査票への調査品目を転記させることとなるが、その理由は何

か。また、これにより報告誤り等が誘発される可能性があるが、どのような対策を予定

しているか。 

ｄ 今回の調査票様式の変更により、現行では毎月定例の内容を報告している報告者に

対し、一定程度、記入負担の増加が見込まれるが、円滑に調査を実施するために、どの

ような対策を予定しているか。また、どのように調査対象者への周知、説明等を実施す

るのか。 

ｅ 調査票の統合に伴い、オンライン調査の調査票はどのように見直されるのか。 

経済産業省は、調査計画における月報（確報）及び年報の集計事項について、これまで業

種別で集計事項を整理していたものを分野別に整理するよう変更することを計画してい

る。 
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ウ  なお、経済産業省は、上記の変更は、調査計画における集計事項の記載ぶりを変更

するものであり、これまで調査品目単位で公表している月報（確報）と年報の内容に

は影響しないとしている。また、速報については、集計事項が箇条書きで記載されて

おり、当該見直しと同様の変更は特に必要ないとしている。 

エ  これについては、調査票様式の見直しを踏まえた調査計画の形式的な変更であり、

特段、問題ないものと考えるが、集計事項の整理を「業種別」から「分野別」に変更

したことにより、調査結果の利活用者にとってわかりやすいものとなるのかを確認す

る必要がある。 
 
（論点） 

ａ 調査票の分類を「業種別」から「分野別」に変更することについて、「業種別」と「分

野別」の関連はどのようになっているか。 

ｂ 今回の変更により、本調査の集計事項全体の内容がわかりやすく整理されているか。 

 
 
２．統計委員会諮問第193号の答申（令和７年８月26日付け統計委第７号）における「今後の

課題」及び「留意すべき事項」への対応状況について 

 本調査については、統計委員会の諮問第193号の答申において、以下の検討課題及び留意

すべき事項が指摘されている。 

 

（１） 今後の課題 

今回の集計事項の変更に伴い、公表内容や集計事項の文言等が変更されることか

ら、令和７年12月末を目途に、利活用ツールファイルの一般提供や変更内容について

事前に情報提供を行う等、結果の利活用に支障が生じないよう、丁寧な対応を行うこ

と。 

 

（審査状況） 

ア  今般、今後の課題について、経済産業省に確認したところ、以下のとおり回答を得

た。 

 

利活用ツールファイル、速報公表品目の新旧対応表及び公表内容の変更を踏まえ

た表章のそれぞれのイメージについては、令和７年１２月２６日にホームページで

掲載を行った。 

また、速報公表品目の新旧対応表については、令和８年１月３０日にホームペー

ジに掲載した。 

 

イ  経済産業省のホームページを確認すると、統計表一覧のページに【2026年 １月分速

報】の結果表と共に「参考_速報新旧対応表」が公表されており、さらに同ページの下

部に「公表物の利活用事例」として「参考_前月比・前年同月比算出ツール」及び「参

考_ツール説明書」も公表されている。（別添10参照） 

ウ  これについては、課題に対応したものであり、適当であると考えられるが、その掲

載内容が利活用者にとって容易に理解できるものであるかを確認する必要がある。 
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（論点） 

ａ ホームページで掲載した利活用ツールファイル、速報公表品目の新旧対応表等に

ついて、利活用しやすい内容となっているか。 

 

（２） 留意すべき事項 

今後の調査計画の変更の検討に当たっては、「統一基準」の内容を踏まえつつ、以下の点

についても併せて留意することが望ましい。 

（１） 本調査の利便性を確保するため、行政上のニーズや結果の利活用の状況を十分

に確認した上で、見直しの検討を進めること 

（２） 調査票の見直しに当たっては、報告者負担の軽減に資する観点から、報告者の

意見・要望を十分に確認すること 

 

（審査状況） 

ア  留意事項について、経済産業省は、以下のとおりまとめて報告している。 

 

今回の改正案は、報告者負担の軽減に資する観点や行政ニーズ等の利活用状況を

把握するため、業界団体との調整、省内や内閣府との協議を踏まえて作成した。ま

た、変更申請に当たりパブリックコメントを実施し、意見聴取を行った。 

 

イ  これらについては、この審査メモの１（１）から（２）において確認事項としてい

るため、ここでは特段の論点は設けない。 

 

（論点） 

  特になし 

 

以上 


